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訴訟に関するお知らせ 

 

平成20年11月13日に発表いたしました「訴訟の判決に関するお知らせ」につき、相手方より最高裁判所に対し平成20年11

月20日付上告および上告受理の申立てがあったことが本日確認されましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１． 訴訟の経緯 

平成 19 年 9 月 13 日に東京地方裁判所において、当社社員（以下 A）を平成 17 年 4 月に当社が懲戒解雇した件が無効

であるとして、Aより当社に対し雇用契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める訴訟、ならびに当社がAに対して反訴

し、同人による横領等の違法行為によって損害を被ったとして債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償を請求していた

件に対して、平成20年11月13日、東京高等裁判所にて当社の損害賠償請求の減額はありましたが、当社の主張を認容す

る判決がなされ、本日Ａが上告および上告受理を申し立てたとの趣旨の通知を東京高等裁判所より受理しました。 

当社としては、当社の主張の正当性が確認された控訴審判決は至極妥当なものであると考えており、今後相手方から提

出される上告理由書および上告受理申立理由書の内容を充分に精査し対応してまいります。 

以上 
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